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(57)【要約】
【課題】コストを抑えた簡便な組み立て手法であって、
かつ、設計上の条件を満足し得る溶接接合による組立方
法を提案する。
【解決手段】溶接接合による組立方法は、仮組立工程と
、溶接工程と、加熱工程とを含んでいる。仮組立工程は
、溶接接合する部材２１、２２、２３を組立治具３０に
セットし、加熱処理によって接着力が低下して剥離可能
な熱剥離型接着剤３６によって仮止めして仮組立体３１
を形成する工程である。溶接工程は、仮組立体を溶接治
具４０にセットし、部材同士を溶接接合して接合体４１
を形成する工程である。加熱工程は、接合体を加熱処理
して熱剥離型接着剤を剥離して組立体５１を得る工程で
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接接合する少なくとも２つの部材を組立治具にセットし、加熱処理によって接着力が
低下して剥離可能な熱剥離型接着剤によって仮止めして仮組立体を形成する工程と、
　前記仮組立体を溶接治具にセットし、前記部材同士を溶接接合して接合体を形成する工
程と、
　前記接合体を加熱処理して前記熱剥離型接着剤を剥離して組立体を得る工程と、を有す
る溶接接合による組立方法。
【請求項２】
　前記部材が自動車車体を構成する鋼板である、請求項１に記載の溶接接合による組立方
法。
【請求項３】
　前記加熱処理が、前記接合体に対して塗装を施す塗装ラインに設けられた塗装オーブン
において実施される、請求項１または請求項２に記載の溶接接合による組立方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶接接合による組立方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、自動車車体は、鋼板からなるフロアメイン、ボディサイド、ルーフレー
ルなどの複数の部材を溶接治具にセットし、部材同士を溶接接合して組み立てている（例
えば、特許文献１を参照）。溶接治具には、部材同士の相対位置を定めて固定するクラン
プ装置が設けられている。クランプ装置によって部材を溶接治具に固定した状態で、スポ
ット溶接などによって部材同士を溶接接合する。溶接治具と溶接ガンとが干渉することな
どによって、溶接治具に部材を固定した状態のままでは溶接できない箇所が生じることが
ある。このような場合には、溶接治具内において溶接し終わったワークを溶接治具から取
り出し、溶接治具外において、溶接できなかった打点について増し打ち溶接を行っている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２４６１７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　生産効率を高めるためには溶接治具内においてすべての打点を溶接接合するのが好まし
いが、構造や移動機構が複雑な溶接治具を用意する必要がある。このため、溶接治具の設
計、製作に比較的長期間を要し、溶接治具が非常に高価なものとなる。その結果、生産コ
ストの上昇を招いてしまう。
【０００５】
　試作段階や少量生産の場合などにおいては、生産数量が少ないことから、生産コストの
上昇が一層顕著なものとなる。
【０００６】
　試作段階や少量生産の場合などにおいては、コストを抑えた簡便な組み立て手法が要請
されている。しかしながら、そのような新たな組み立て手法は、設計上の条件、例えば、
溶接によって接合すること等の条件を満たすことが必要である。図面指示に合わせた接合
ができないと、製品の強度・剛性が変わってしまう可能性が高くなるからである。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、コストを抑えた簡便な組み立て手法であって、かつ、設計上
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の条件を満足し得る溶接接合による組立方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための溶接接合による組立方法は、仮組立工程と、溶接工程と、加
熱工程とを含んでいる。仮組立工程は、溶接接合する少なくとも２つの部材を組立治具に
セットし、加熱処理によって接着力が低下して剥離可能な熱剥離型接着剤によって仮止め
して仮組立体を形成する工程である。溶接工程は、仮組立体を溶接治具にセットし、部材
同士を溶接接合して接合体を形成する工程である。加熱工程は、接合体を加熱処理して熱
剥離型接着剤を剥離して組立体を得る工程である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、熱剥離型接着剤によって仮止めした仮組立体を溶接治具に投入するた
め、仮組立体を保持する位置を、溶接ガンなどの移動に干渉しない位置に簡単に設定する
ことができる。さらに、組立体においては熱剥離型接着剤が剥離されていることから、設
計上の条件、例えば、溶接によって接合すること等の条件を簡単に満たすことができる。
したがって、本発明によれば、コストを抑えた簡便な組み立て手法であって、かつ、設計
上の条件を満足し得る溶接接合による組立方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】溶接接合による組立方法を概念的に示す工程図である。
【図２】仮組立工程の様子を概略で示す側面図である。
【図３】溶接工程の様子を概略で示す側面図である。
【図４】本実施形態における、溶接接合による組立手順を示すフロー図である。
【図５】本実施形態における、溶接治具を設計する手順を示すフロー図である。
【図６】熱剥離型接着剤によって仮組立体を形成しない対比例おける、溶接接合による組
立手順を示すフロー図である。
【図７】対比例における、溶接治具を設計する手順を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。なお、図面の説明
において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。図面の寸法比率は
、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる。
【００１２】
　図１～図３を参照して、実施形態に係る組立工程は、概説すれば、仮組立装置１１にお
いて実施される仮組立工程と、溶接装置１２において実施される溶接工程と、加熱装置１
３において実施される加熱工程と、を含んでいる。仮組立工程は、溶接接合する少なくと
も２つの部材２１、２２、２３を組立治具３０にセットし、加熱処理によって接着力が低
下して剥離可能な熱剥離型接着剤３６によって仮止めして仮組立体３１を形成する工程で
ある。溶接工程は、仮組立体３１を溶接治具４０にセットし、部材２１、２２、２３同士
を溶接接合して接合体４１を形成する工程である。加熱工程は、接合体４１を加熱処理し
て熱剥離型接着剤３６を剥離して組立体５１を得る工程である。なお、本明細書において
、「熱剥離型接着剤を剥離する」には、加熱処理後の接着剤を物理的に剥がし取った状態
とすること、あるいは加熱処理によって接着力が低下してもはや接着剤としての機能がな
くなっていることから加熱処理後の接着剤を残したままの状態にしておくことの何れの状
態をも含んでいる。以下、詳述する。
【００１３】
　溶接接合する部材は、例えば、フロアメイン２１、ボディサイド２２、ルーフレール２
３などの自動車車体を構成する鋼板である。
【００１４】
　図２をも参照して、組立治具３０には、部材２１、２２、２３同士の相対位置を定めて
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固定する複数のクランプ装置３２、３３が設けられている。クランプ装置３２、３３には
、フロアメイン２１やボディサイド２２用のクランプ装置３２や、ルーフ用のクランプ装
置３３などが含まれる。図中符号３４は、ルーフレール２３を位置決めするためのロケー
ト装置３４を示している。図示省略するが、フロアメイン２１やボディサイド２２を位置
決めするためのロケート装置も設けている。これらクランプ装置３２、３３によって部材
２１、２２、２３を組立治具３０に固定した状態で、熱剥離型接着剤３６によって仮止め
して仮組立体３１を形成する。符号３５は、熱剥離型接着剤３６を塗布する塗布ガンを示
している。本工程においては接着が可能であればよいだけであるので、スポット溶接の作
業性を考慮する必要がない。したがって、組立治具３０の設計、製作を比較的短期間で容
易に行うことができる。すなわち、熱剥離型接着剤３６を用いて仮止めすることによって
、スポット溶接の作業性を組立治具３０の構造に織り込む必要が無くなり、それだけ、組
立治具３０を簡素な構造にすることができる。
【００１５】
　熱剥離型接着剤は、熱硬化性接着剤成分に、有機系熱膨張性粒子を添加したものであり
、硬化処理後、例えば７０～２５０℃の温度での加熱処理によって接着力が低下して剥離
可能な状態となる接着剤である。この種の接着剤は、例えば特開２００３－１７１６４８
号に記載されているように、熱硬化性接着剤成分としては、例えば、エポキシ系樹脂、オ
キセタン系樹脂、反応性アクリル系樹脂、シアネートエステル系樹脂、シリコーン系樹脂
、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、シアノアクリレート系樹脂、フェノールアルデ
ヒド系樹脂、メラミンアルデヒド系樹脂、尿素アルデヒド系樹脂、レゾルシノールアルデ
ヒド樹脂、キシレンアルデヒド樹脂、およびフラン樹脂等の一種単独または二種以上の組
み合わせが挙げられる。また、有機系熱膨張性粒子としては、マイクロカプセル内に、有
機材料（ポリマー）により有機溶剤が封入された熱膨張性のマイクロカプセルを使用する
ことができる。すなわち外殻の有機材料が加熱により軟化するとともに内殻の溶剤がガス
化し、体積が、例えば５～２５０倍に膨張する粒子である。より具体的には、内殻の溶剤
としては、イソブタン、ペンタン、石油エーテル、ヘキサン、オクタン、イソオクタン等
の有機溶剤が挙げられ、それらの有機溶剤を、外殻である塩化ビニリデン、アクリロニト
リル、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等からなる熱可塑性樹脂で包み込んだ
熱膨張性マイクロカプセルを好ましく使用できる。本実施形態ではスポット溶接を実施す
るので、接着剤組成物中には、導電性を有する粒子をさらに添加している。
【００１６】
　図３をも参照して、溶接治具４０にも、仮組立体３１を固定する複数のクランプ装置４
２が設けられている。クランプ装置４２によって仮組立体３１を溶接治具４０にセットし
た状態で、部材２１、２２、２３同士をスポット溶接によって接合して接合体４１を形成
する。仮組立体３１は熱剥離型接着剤３６によってすでに仮止めされている。したがって
、組立治具３０に設けていたルーフ用のクランプ装置３３やロケート装置３４などは不要
であり、溶接治具４０には設けていない。溶接治具４０の周囲には、溶接ガン４５を備え
た溶接ロボットが配置されている。ルーフ用のクランプ装置等が設けられていないので、
溶接ガン４５の移動軌跡や姿勢の選択の自由度が非常に高い。したがって、溶接治具４０
の設計、製作を比較的短期間で容易に行うことができる。すなわち、熱剥離型接着剤３６
を用いて仮止めすることによって、スポット溶接の作業性を溶接治具４０の構造に織り込
む必要が無くなり、それだけ、溶接治具４０を簡素な構造にすることができる。
【００１７】
　図１を再び参照して、本実施形態にあっては、加熱処理を、接合体４１に対して塗装を
施す塗装ラインに設けられた塗装オーブン５２において実施している。自動車車体を組み
立てた後は一般的に塗装が施されることから、塗装オーブン５２を用いることによって新
たな加熱手段を設ける必要がない。塗装オーブン５２によって、塗装工程における洗浄水
などを蒸発させている。加熱処理は、熱剥離型接着剤３６の接着力が低下して剥離可能と
なる温度（例えば、７０～２５０℃）において行う。
【００１８】
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　次に、図４を参照して、本実施形態の作用を説明する。
【００１９】
　まず、組立治具３０を開放する。すなわち、ロケート装置３４などを解除状態とし、ク
ランプ装置３２、３３をアンクランプ状態とする（ステップＳ１）
　次に、ワークとしての溶接接合する複数の部材２１、２２、２３を組立治具３０にセッ
トする（Ｓ２）。
【００２０】
　次に、熱剥離型接着剤３６を予め決められた位置に塗布する（Ｓ３）。
【００２１】
　次に、ロケート装置３４などによって部材２１、２２、２３同士の相対位置を定め、ク
ランプ装置３２、３３をクランプ状態とし、ワークを固定する（Ｓ４）。この状態で、熱
剥離型接着剤が硬化するまで待機する（Ｓ５）。熱剥離型接着剤が硬化すると、複数の部
材２１、２２、２３を熱剥離型接着剤によって仮止めした仮組立体３１の形成が終了する
。
【００２２】
　仮組立体３１の形成が終了すると、組立治具３０を開放し（Ｓ６）、仮組立体３１を組
立治具３０から取り出す（Ｓ７）。
【００２３】
　次に、仮組立体３１を溶接治具４０にセットし、部材２１、２２、２３同士をスポット
溶接によって接合する（Ｓ８）。これによって接合体４１の形成が終了する。
【００２４】
　そして、接合体４１に対して種々の塗装を施し、塗装オーブン５２内において接合体４
１を加熱処理する（Ｓ９）。加熱処理によって熱剥離型接着剤の接着力が低下して剥離す
る。これによって、熱剥離型接着剤を剥離した組立体５１の形成が終了する。
【００２５】
　組立体５１においては熱剥離型接着剤３６が剥離されていることから、設計上の条件、
例えば、溶接によって接合すること等の条件を簡単に満たすことができる。図面指示に合
わせた接合ができるので、製品の強度・剛性が変わることがない。
【００２６】
　図５には、本実施形態における溶接治具４０を設計する手順が示されている。
【００２７】
　まず、仮組立体３１および仮組立体３１に溶接接合する他の部材を溶接治具４０内に投
入する順序を確認する（Ｓ１１）。
【００２８】
　溶接治具４０内における溶接部位の位置を確認し（Ｓ１２）、仮組立体３１や他の部材
と、これらを支持するためのポストとの間の干渉状況などを把握し、溶接治具４０の大ま
かな構造の仕様を検討する（Ｓ１３）。
【００２９】
　溶接治具４０の治具仕様が確定すると（Ｓ１４）、仮組立体３１や他の部材の形状を確
認し（Ｓ１５）、溶接ガン４５のスイング機構などを含めた治具構造を設計する（Ｓ１６
）。これによって、溶接治具４０の設計が完了する（Ｓ１７）。
【００３０】
　本実施形態では、熱剥離型接着剤３６によって仮止めした仮組立体３１を溶接治具４０
に投入するため、仮組立体３１を保持する位置を、溶接ガン４５の移動に干渉しない位置
に簡単に設定することができる。したがって、組立治具３０および溶接治具４０の構造仕
様の検討（Ｓ１３）、および治具構造の設計（Ｓ１６）を容易に行うことができ、事前検
討に必要な時間や修正にかかる時間を排除することができる。また、溶接治具４０の設計
自由度が増しているので、溶接治具４０外において増し打ち溶接を行う必要がないように
、溶接治具４０を設計することができる。
【００３１】
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　図６は、熱剥離型接着剤によって仮組立体を形成しない対比例おける、溶接接合による
組立手順を示すフロー図である。
【００３２】
　まず、溶接治具を開放する。すなわち、ロケート装置を解除状態とし、クランプ装置を
アンクランプ状態とする（ステップＳ１０１）
　次に、ワークとしての溶接接合する複数の部材を溶接治具にセットする（Ｓ１０２）。
【００３３】
　次に、ロケート装置によって部材同士の相対位置を定め、クランプ装置をクランプ状態
とし、ワークを固定する（Ｓ１０３）。
【００３４】
　この状態で、部材同士をスポット溶接によって接合する（Ｓ１０４）。
【００３５】
　溶接治具内における溶接接合が終了すると、溶接治具を開放し（Ｓ１０５）、ワークを
溶接治具から取り出す（Ｓ１０６）。そして、溶接治具外において、溶接できなかった打
点について増し打ち溶接を行う（Ｓ１０７）。
【００３６】
　図７には、対比例における溶接治具を設計する手順が示されている。
【００３７】
　まず、溶接接合する複数の部材を溶接治具内に投入する順序を確認する（Ｓ１１１）。
【００３８】
　溶接治具４０内における溶接部位の位置を確認し（Ｓ１１２）、部材と、これらを支持
するためのポストとの間の干渉状況などを把握し、溶接治具の大まかな構造の仕様を検討
する（Ｓ１１３）。溶接ガンの移動軌跡や姿勢を加味して、溶接作業が可能か否かの確認
を行う（Ｓ１１４）。
【００３９】
　溶接作業が可能であることを確認するまで検討を繰り返し（Ｓ１１３、Ｓ１１４）、溶
接治具の治具仕様が確定すると（Ｓ１１５）、部材の形状を確認し（Ｓ１１６）、溶接ガ
ンのスイング機構などを含めた治具構造を設計する（Ｓ１１７）。溶接ガンの移動軌跡や
姿勢を加味して、溶接作業が可能か否かの確認を行う（Ｓ１１８）。
【００４０】
　溶接作業が可能であることを確認するまで検討を繰り返し（Ｓ１１７、Ｓ１１８）、溶
接作業が可能であることを確認できれば、溶接治具の設計が完了する（Ｓ１１９）。
【００４１】
　対比例では、部材の保持と溶接ガンの移動との両立を図りつつ溶接治具の設計をしなけ
ればならないため、溶接治具の構造仕様の検討（Ｓ１１３、Ｓ１１４）、および治具構造
の設計（Ｓ１１７、Ｓ１１８）が煩雑であり、溶接治具の設計、製作に比較的長期間を要
する。
【００４２】
　これに対して本実施形態にあっては、上述したように、熱剥離型接着剤３６によって仮
止めした仮組立体３１を溶接治具４０に投入するため、仮組立体３１を保持する位置を、
溶接ガン４５の移動に干渉しない位置に簡単に設定することができる。したがって、溶接
治具４０の構造仕様の検討（Ｓ１３）、および治具構造の設計（Ｓ１６）を容易に行うこ
とができる。
【００４３】
　さらに、組立体５１においては熱剥離型接着剤３６が剥離されていることから、設計上
の条件、例えば、溶接によって接合すること等の条件を簡単に満たすことができる。図面
指示に合わせた接合ができるので、製品の強度・剛性が変わることがない。
【００４４】
　したがって、本実施形態の組み立て手法によれば、コストを抑えた簡便な組み立て手法
であって、かつ、設計上の条件を満足し得る溶接接合による組立手法となる。本実施形態
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の組み立て手法は、特に、試作段階や少量生産の場合などに有効な手段となる。
【００４５】
　部材２１、２２、２３が自動車車体を構成する鋼板であるので、コストを抑えた簡便な
組み立て手法で、かつ、設計上の条件を満足した溶接接合による組立手法によって、自動
車車体を組み立てることができる。特に、自動車車体の試作段階や少量生産の場合などに
有効な手段となる。
【００４６】
　加熱処理を、接合体４１に対して塗装を施す塗装ラインに設けられた塗装オーブン５２
において実施するので、新たな加熱手段を設ける必要がなく、コストをさらに抑えること
ができる。
【００４７】
　（変形例）
　溶接接合する部材２１、２２、２３として自動車車体を構成する鋼板を例に挙げたが、
本発明はこの場合に限定されるものではなく、溶接接合する少なくとも２つの部材を組み
立てる方法に広く適用することができる。
【００４８】
　また、加熱処理を塗装オーブン５２において行う場合に限定されるものでもない。専用
の加熱機などを設けても何ら支障はない。
【符号の説明】
【００４９】
２１、２２、２３　溶接接合する部材、
３０　　組立治具、
３１　　仮組立体、
３６　　熱剥離型接着剤、
４０　　溶接治具、
４１　　接合体、
５１　　組立体、
５２　　塗装オーブン。
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